
令和５年度国際観光旅客税等を活用した地方公共団体・民間事業者向け補助メニュー　（政府予算案） 令和４年12月23日時点

メニュー 事業概要（補助事業に限る） 対象公園等 補助先 補助率 問い合わせ先

利用拠点における機能転換に関する面的な「利用拠点計画」を作成し、当該計画に基づき同時一体的に直轄事業、地方公共団体事業、民間事業を実施。

①利用拠点計画策定

②廃屋の撤去、インバウンド機能向上（多言語サイン、Wifi環境整備、トイレ洋式化）、文化的魅力を発信するまちなみ改善、既存施設のリノベーション（機能転

換･強化による観光資源化）、ワーケーション受入事業支援、・無電柱化など引き算の景観改善

③自然景観地の核心地の上質化事業

R４拡充：核心地における利用拠点として新たに山小屋への支援を創設

34国立公園

地方公共団体

（①②③）、

民間事業者等

（②③）

１／２、２／３（①

のうち利用拠点整備

改善計画計画を策定

する場合のみ）

環境省自然環境局

・国立公園課

TEL:03-5521-8279

井上、橋本、松井

・自然環境整備課

TEL:03-5521-8281

石鍋、永緑

国立公園、国定公園、長距離自然歩道等の案内板やビジターセンター等の展示物、その他各種関係コンテンツ等について、ICTなども活用し、外国人目線で自然・文

化・歴史のつながりを分かりやすく紹介する多言語解説を充実させる事業。　（観光庁多言語解説整備支援事業との連携が必要）

R４拡充：・デジタル手法を含めた海外への情報発信を含む整備計画について加点

　　　　  ・観光庁のガイドラインの下で作成した解説文の媒体化

               ・成果の調査、適正な成果評価の検討と効率的な事業実施をサポートする手引書の作成の追加

・34国立公園（国立公園の内

容を含むものであれば公園区

域外でも事業可）

・国定公園・ロングトレイル

（長距離自然歩道））

地方公共団

体、観光協

会・DMOその

他協議会等

２／３

国立公園課

TEL:03-5521-8279

前原 、松井

事業名

利用拠点における

上質な滞在空間創出と

インバウンド促進

国立公園利用拠点滞在環境等上質化事業

（直轄事業含む）

【拡充】

国立公園等多言語解説等整備事業

（直轄事業含む）

【拡充】

１／２、２／３（自

然体験活動促進計画

を策定する場合は補

助率を拡充）

・国立公園課（全般、計画策

定）

TEL:03-5521-8278

成田

・国立公園利用推進室（全

般、コンテンツ）

TEL:03-5521-8271

江澤、田畑

※　本資料は令和４年12月23日時点の情報に基づき作成しています。

　　補助先・補助率その他補助事業の詳細は調整中につき、事業開始までに変更が生じる可能性があります。

※　「国際観光旅客税の使途に関する基本方針等について（令和４年12月23日観光立国推進閣僚会議決定）」のとおり、令和５年度環境省執行分国際観光旅客税予算は25億円と昨年度から増額となっています。

国立公園を

より楽しむ自然体験型

コンテンツの

充実・提供

国立公園等の自然を活用した滞在型コン

テンツ創出事業

（直轄事業含む）

訪日外国人の旅行消費額や延べ宿泊者数の増加に向けて、大きなポテンシャルを有する自然体験等のコンテンツについて、地域のテーマやストーリーを踏まえたコ

ンテンツの統一的なブランディング等に係る計画策定を支援する。

国立公園及び国定公園（国

立・国定公園の内容を含むも

のであれば公園区域外も対

象）

地方公共団

体、観光協

会、民間事業

者（観光協会

やDMO等との

連携）、地域

協議会等


